
一
頁

一
・
七

帯
又
は
二

帯
の
周
波
数
を
使
用
す
る
特
定
基
地
局
の
開
設
に
関
す
る
指
針
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案
新
旧
対
照
表

GHz

GHz

○
平
成
十
七
年
総
務
省
告
示
第
八
百
八
十
三
号
（
一
・
七

帯
又
は
二

帯
の
周
波
数
を
使
用
す
る
特
定
基
地
局
の
開
設
に
関
す
る
指
針
を
定
め
る
件
）

GHz

GHz

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

一

開
設
指
針
の
対
象
と
す
る
特
定
基
地
局
の
範
囲
に
関
す
る
事
項

一

開
設
指
針
の
対
象
と
す
る
特
定
基
地
局
の
範
囲
に
関
す
る
事
項

こ
の
開
設
指
針
の
対
象
と
す
る
特
定
基
地
局
の
範
囲
は
、
国
際
電
気
通
信
連
合

こ
の
開
設
指
針
の
対
象
と
す
る
特
定
基
地
局
の
範
囲
は
、
国
際
電
気
通
信
連
合

無
線
通
信
部
門
の
勧
告

.
1
4
5
7

に
規
定
す
る
第
三
世
代
移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
（

無
線
通
信
部
門
の
勧
告

.
1
4
5
7

に
規
定
す
る
第
三
世
代
移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
（

Ｍ
Ｍ

以
下
単
に
「
第
三
世
代
移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
の
無
線
局
で
あ
っ
て

以
下
単
に
「
第
三
世
代
移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
の
無
線
局
で
あ
っ
て

、
周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
基
地
局
及
び
陸
上
移

、
周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
無
線
設
備
又
は
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る

動
中
継
局
の
う
ち
、
次
項
に
定
め
る
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

無
線
設
備
を
使
用
す
る
基
地
局
及
び
陸
上
移
動
中
継
局
の
う
ち
、
次
項
に
定
め
る

周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

周
波
数
割
当
計
画
に
示
さ
れ
る
割
り
当
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
周
波
数
の
う

周
波
数
割
当
計
画
に
示
さ
れ
る
割
り
当
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
周
波
数
の
う

二

二

ち
当
該
特
定
基
地
局
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
周
波
数
及
び
そ
の
周
波
数
の
使
用

ち
当
該
特
定
基
地
局
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
周
波
数
及
び
そ
の
周
波
数
の
使
用

に
関
す
る
事
項

に
関
す
る
事
項

１

当
該
特
定
基
地
局
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
周
波
数
は
、
一
、
八
五
四
・

１

当
該
特
定
基
地
局
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
周
波
数
は
、
周
波
数
分
割
複

九

を
超
え
一
、
八
七
九
・
九

以
下
の
帯
域
の
周
波
数
と
す
る
。

信
方
式
を
用
い
る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
特
定
基
地
局
に
係
る
周
波
数
に
あ
っ

MHz

MHz

て
は
一
、
八
四
四
・
九

を
超
え
一
、
八
七
九
・
九

以
下
の
帯
域
の
周
波
数

MHz

MHz

、
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
特
定
基
地
局
に
係
る
周

波
数
に
あ
っ
て
は
二
、
〇
一
〇

を
超
え
二
、
〇
二
五

以
下
の
帯
域
の
周
波

MHz

MHz

数
と
す
る
。

前
号
に
規
定
す
る
周
波
数
を
当
該
特
定
基
地
局
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

前
号
に
規
定
す
る
周
波
数
を
当
該
特
定
基
地
局
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

２

２

別添５



二
頁

区
域
は
、
次
に
掲
げ
る
区
域
と
す
る
。

区
域
は
、
次
に
掲
げ
る
区
域
と
す
る
。

㈠

一
、
八
五
四
・
九

を
超
え
一
、
八
五
九
・
九

以
下
の
帯
域
の
周
波
数

㈠

一
、
八
四
四
・
九

を
超
え
一
、
八
五
九
・
九

以
下
の
帯
域
の
周
波
数

MHz

MHz

MHz

MHz

（
以
下
「
一
・
七

帯
全
国
バ
ン
ド
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
全
国
の

（
以
下
「
一
・
七

帯
全
国
バ
ン
ド
」
と
い
う
。
）
及
び
二
、
〇
一
〇

を

GHz

GHz

MHz

区
域
。

超
え
二
、
〇
二
五

以
下
の
帯
域
の
周
波
数
（
以
下
「
二

帯
Ｔ
Ｄ
Ｄ
バ
ン

MHz

GHz

ド
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
全
国
の
区
域
。

㈡

（
略
）

㈡

（
略
）

当
該
特
定
基
地
局
の
配
置
及
び
開
設
時
期
に
関
す
る
事
項

当
該
特
定
基
地
局
の
配
置
及
び
開
設
時
期
に
関
す
る
事
項

三

三

１

(

略)

１

（
略
）

２

一
・
七

帯
全
国
バ
ン
ド
を
使
用
す
る
特
定
基
地
局
に
あ
っ
て
は
、
開
設
計

２

一
・
七

帯
全
国
バ
ン
ド
を
使
用
す
る
特
定
基
地
局
に
あ
っ
て
は
、
開
設
計

GHz

GHz

画
の
認
定
の
日
か
ら
五
年
以
内
に
、
各
総
合
通
信
局
（
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所

画
の
認
定
の
日
か
ら
五
年
以
内
に
、
各
総
合
通
信
局
（
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
管
轄
区
域
ご
と
の
カ
バ
ー
率
（
一
の
市
町
村
（
特

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
管
轄
区
域
ご
と
の
カ
バ
ー
率
（
一
の
市
町
村
（
特

別
区
を
含
み
、
行
政
区
画
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
一
の
市

別
区
を
含
み
、
行
政
区
画
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
一
の
市

町
村
の
区
域
は
、
な
お
従
前
の
区
域
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
す
べ

町
村
の
区
域
は
、
な
お
従
前
の
区
域
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
す
べ

て
の
市
町
村
事
務
所
等
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

て
の
市
町
村
事
務
所
等
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
所
並
び
に
同
法
第
百
五
十
五
条
第
一
項
（
同

第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
所
並
び
に
同
法
第
百
五
十
五
条
第
一
項
（
同

法
第
二
百
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規

法
第
二
百
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規

定
す
る
支
所
及
び
出
張
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
こ
の
開
設
指
針

定
す
る
支
所
及
び
出
張
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
こ
の
開
設
指
針

に
係
る
認
定
を
受
け
た
開
設
計
画
（
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変

に
係
る
認
定
を
受
け
た
開
設
計
画
（
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変

更
後
の
も
の
。
以
下
「
認
定
計
画
」
と
い
う
。
）
に
係
る
基
地
局
と
当
該
基
地

更
後
の
も
の
。
以
下
「
認
定
計
画
」
と
い
う
。
）
に
係
る
基
地
局
と
当
該
基
地

局
を
通
信
の
相
手
方
と
す
る
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
陸
上

局
を
通
信
の
相
手
方
と
す
る
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
陸
上

に
開
設
す
る
移
動
す
る
無
線
局
と
の
通
信
（
以
下
「
電
気
通
信
業
務
用
無
線
通

に
開
設
す
る
移
動
す
る
無
線
局
と
の
通
信
（
以
下
「
電
気
通
信
業
務
用
無
線
通

信
」
と
い
う
。
）
が
可
能
と
な
る
場
合
に
、
当
該
一
の
市
町
村
を
電
気
通
信
業

信
」
と
い
う
。
）
が
可
能
と
な
る
場
合
に
、
当
該
一
の
市
町
村
を
電
気
通
信
業

務
用
無
線
通
信
が
可
能
な
市
町
村
と
し
て
、
総
合
通
信
局
の
管
轄
区
域
ご
と
に

務
用
無
線
通
信
が
可
能
な
市
町
村
と
し
て
、
総
合
通
信
局
の
管
轄
区
域
ご
と
に

電
気
通
信
業
務
用
無
線
通
信
が
可
能
な
市
町
村
（
地
域
ご
と
に
連
携
す
る
複
数

電
気
通
信
業
務
用
無
線
通
信
が
可
能
な
市
町
村
（
地
域
ご
と
に
連
携
す
る
複
数



三
頁

の
者
が
こ
れ
ら
の
特
定
基
地
局
を
開
設
す
る
こ
と
に
よ
り
電
気
通
信
業
務
用
無

の
者
が
こ
れ
ら
の
特
定
基
地
局
を
開
設
す
る
こ
と
に
よ
り
電
気
通
信
業
務
用
無

線
通
信
が
可
能
と
な
る
市
町
村
を
含
む
。
）
の
人
口
（
平
成
十
二
年
の
国
勢
調

線
通
信
が
可
能
と
な
る
市
町
村
を
含
む
。
）
の
人
口
（
平
成
十
二
年
の
国
勢
調

査
の
結
果
に
よ
る
人
口
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
合
計
を
、
当
該
総
合
通
信

査
の
結
果
に
よ
る
人
口
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
合
計
を
、
当
該
総
合
通
信

局
の
管
轄
区
域
の
人
口
で
除
し
た
値
を
い
う
。
）
が
す
べ
て
百
分
の
五
十
以
上

局
の
管
轄
区
域
の
人
口
で
除
し
た
値
を
い
う
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

に
な
る
よ
う
に
特
定
基
地
局
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
べ
て
百
分
の
五
十
以
上
に
な
る
よ
う
に
特
定
基
地
局
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

二

帯
Ｔ
Ｄ
Ｄ
バ
ン
ド
を
使
用
す
る
特
定
基
地
局
に
あ
っ
て
は
、
開
設
計
画

GHz

の
認
定
の
日
か
ら
五
年
以
内
に
、
各
総
合
通
信
局
の
管
轄
区
域
ご
と
の
カ
バ
ー

率
が
す
べ
て
百
分
の
五
十
以
上
に
な
る
よ
う
に
特
定
基
地
局
を
配
置
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

四

（
略
）

四

（
略
）

当
該
特
定
基
地
局
の
円
滑
な
開
設
の
推
進
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項

当
該
特
定
基
地
局
の
円
滑
な
開
設
の
推
進
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項

五

五

（
略
）

１

（
略
）

１

開
設
計
画
の
認
定
の
申
請
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

開
設
計
画
の
認
定
の
申
請
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

２

２

る
。
な
お
、
地
域
ご
と
に
連
携
す
る
複
数
の
者
が
特
定
基
地
局
を
開
設
す
る
開
設

る
。
な
お
、
地
域
ご
と
に
連
携
す
る
複
数
の
者
が
特
定
基
地
局
を
開
設
す
る
開
設

計
画
の
認
定
を
そ
れ
ぞ
れ
申
請
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
申
請
を
一
の
申
請
と

計
画
の
認
定
を
そ
れ
ぞ
れ
申
請
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
申
請
を
一
の
申
請
と

み
な
す
も
の
と
す
る
。

み
な
す
も
の
と
す
る
。

㈠
・
㈡

（
略
）

㈠
・
㈡

（
略
）

㈢

二

帯
Ｔ
Ｄ
Ｄ
バ
ン
ド
を
使
用
す
る
特
定
基
地
局
に
係
る
開
設
計
画
に
あ

GHz

っ
て
は
、
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
周
波
数
の
帯
域
幅
は
十
五

と
す
る
。

MHz

開
設
計
画
の
認
定
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
な

開
設
計
画
の
認
定
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
な

３

３

お
、
当
該
認
定
に
係
る
電
波
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示

お
、
当
該
認
定
に
係
る
電
波
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示

さ
れ
た
期
間
内
に
提
出
さ
れ
た
開
設
計
画
の
認
定
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
前
後
な

さ
れ
た
期
間
内
に
提
出
さ
れ
た
開
設
計
画
の
認
定
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
前
後
な



四
頁

く
受
け
付
け
た
も
の
と
し
て
、
同
等
に
扱
い
審
査
を
行
う
。

く
受
け
付
け
た
も
の
と
し
て
、
同
等
に
扱
い
審
査
を
行
う
。

一
・
七

帯
全
国
バ
ン
ド
を
使
用
す
る
特
定
基
地
局
に
係
る
開
設
計
画
に

一
・
七

帯
全
国
バ
ン
ド
を
使
用
す
る
特
定
基
地
局
に
係
る
開
設
計
画
に

㈠

㈠

GHz

GHz

あ
っ
て
は
、
前
各
項
及
び
別
表
第
一
に
規
定
す
る
要
件
並
び
に
次
に
掲
げ
る
事

あ
っ
て
は
、
前
各
項
及
び
別
表
第
一
に
規
定
す
る
要
件
並
び
に
次
に
掲
げ
る
事

項
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
申
請
の
数
が
、
一
又
は
二
の
場
合
は
当
該
一
又
は

項
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
申
請
の
数
が
、
一
又
は
二
の
場
合
は
当
該
一
又
は

二
の
申
請
に
対
し
て
認
定
す
る
も
の
と
し
、
三
以
上
の
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
の
申

二
の
申
請
に
対
し
て
認
定
す
る
も
の
と
し
、
三
以
上
の
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
の
申

請
に
つ
い
て
別
表
第
二
の
基
準
に
よ
り
比
較
審
査
を
行
い
、
当
該
基
準
へ
の
適

請
に
つ
い
て
別
表
第
二
の
基
準
に
よ
り
比
較
審
査
を
行
い
、
当
該
基
準
へ
の
適

合
の
度
合
い
が
高
い
二
の
申
請
に
対
し
て
認
定
す
る
も
の
と
す
る
。

合
の
度
合
い
が
高
い
二
の
申
請
に
対
し
て
認
定
す
る
も
の
と
す
る
。

⑴

（
略
）

⑴

（
略
）

⑵

申
請
者
が
二

帯
Ｔ
Ｄ
Ｄ
バ
ン
ド
を
使
用
す
る
特
定
基
地
局
に
係
る
開

GHz

設
計
画
の
認
定
の
申
請
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
。

⑵
～
⑷

（
略
）

⑶
～
⑸

（
略
）

㈡

（
略
）

㈡

（
略
）

㈢

二

帯
Ｔ
Ｄ
Ｄ
バ
ン
ド
を
使
用
す
る
特
定
基
地
局
に
係
る
開
設
計
画
に
あ

GHz

っ
て
は
、
前
各
項
及
び
別
表
第
一
に
規
定
す
る
要
件
並
び
に
次
に
掲
げ
る
事

項
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
申
請
の
数
が
、
一
の
場
合
は
当
該
一
の
申
請
に

対
し
て
認
定
す
る
も
の
と
し
、
二
以
上
の
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
の
申
請
に
つ
い

て
別
表
第
二
の
基
準
に
よ
り
比
較
審
査
を
行
い
、
当
該
基
準
へ
の
適
合
の
度

合
い
が
高
い
一
の
申
請
に
対
し
て
認
定
す
る
も
の
と
す
る
。

⑴

申
請
者
が
第
三
世
代
移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
免
許
を
取
得
し

て
い
な
い
こ
と
。

⑵

申
請
者
が
一
・
七

帯
東
名
阪
バ
ン
ド
を
使
用
す
る
特
定
基
地
局
に
係

GHz

る
開
設
計
画
の
認
定
の
申
請
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
。

⑶

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
申
請
者
を
子
会
社
と
す
る

親
会
社
又
は
申
請
者
を
除
く
当
該
親
会
社
の
子
会
社
が
第
三
世
代
移
動
通



五
頁

信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
免
許
を
取
得
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
こ
の
開
設
指
針

に
係
る
開
設
計
画
の
認
定
の
申
請
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
。

⑷

申
請
者
が
第
三
世
代
移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
免
許
を
取
得
し

、
又
は
こ
の
開
設
指
針
に
係
る
開
設
計
画
の
認
定
の
申
請
を
行
っ
て
い
る

会
社
の
役
員
で
な
い
こ
と
。

⑸

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
が
第
三
世
代
移

動
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
免
許
を
取
得
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
こ
の

開
設
指
針
に
係
る
開
設
計
画
の
認
定
の
申
請
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
。

４

（
略
）

４

（
略
）

前
号
の
周
波
数
変
更
の
審
査
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と

前
号
の
周
波
数
変
更
の
審
査
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と

５

５

す
る
。
な
お
、
同
一
の
四
半
期
（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
二

す
る
。
な
お
、
同
一
の
四
半
期
（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
二

号
に
規
定
す
る
四
半
期
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
内
に
提
出
さ
れ
た
周
波
数
変
更

号
に
規
定
す
る
四
半
期
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
内
に
提
出
さ
れ
た
周
波
数
変
更

の
申
請
に
つ
い
て
は
、
前
後
な
く
受
け
付
け
た
も
の
と
し
て
、
同
等
に
扱
い
審
査

の
申
請
に
つ
い
て
は
、
前
後
な
く
受
け
付
け
た
も
の
と
し
て
、
同
等
に
扱
い
審
査

を
行
う
。

を
行
う
。

㈠

一
・
七

帯
全
国
バ
ン
ド
を
使
用
す
る
特
定
基
地
局
に
係
る
開
設
計
画
の

GHz

認
定
を
受
け
た
認
定
開
設
者
（
そ
の
認
定
計
画
に
係
る
特
定
基
地
局
を
開
設

す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
そ
の
認
定
計
画
に
係
る
指
定
周
波
数

に
つ
い
て
一
・
七

帯
全
国
バ
ン
ド
に
係
る
周
波
数
変
更
を
申
請
し
た
場
合

GHz

に
あ
っ
て
は
、
電
波
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
四
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並

び
に
前
各
項
及
び
別
表
第
一
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
と
と
も
に
、
当
該

認
定
開
設
者
の
一

当
た
り
の
利
用
者
数
が
五
十
万
を
超
え
、
か
つ
、
総
務

MHz

大
臣
が
当
該
周
波
数
変
更
を
申
請
す
る
者
が
当
該
認
定
計
画
に
係
る
特
定
基

地
局
を
当
該
認
定
計
画
に
従
っ
て
開
設
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
周
波

数
の
指
定
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
周
波
数
変
更
の
申



六
頁

請
が
同
一
の
四
半
期
内
に
二
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
四
半
期
の
直
前
の
四
半

期
末
に
お
け
る
一

当
た
り
の
利
用
者
数
が
多
い
申
請
を
優
先
す
る
も
の
と

MHz

す
る
。

㈠

一
・
七

帯
全
国
バ
ン
ド
を
使
用
す
る
特
定
基
地
局
に
係
る
開
設
計
画
の

㈡

一
・
七

帯
全
国
バ
ン
ド
を
電
波
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
四
項
の
規
定

GHz

GHz

認
定
を
受
け
た
認
定
開
設
者
が
、
そ
の
認
定
計
画
に
係
る
指
定
周
波
数
に
つ

に
よ
り
す
べ
て
指
定
し
て
い
る
と
き
に
お
い
て
、
一
・
七

帯
全
国
バ
ン
ド

GHz

い
て
一
・
七

帯
東
名
阪
バ
ン
ド
に
係
る
周
波
数
変
更
を
申
請
し
た
場
合
に

を
使
用
す
る
特
定
基
地
局
に
係
る
開
設
計
画
の
認
定
を
受
け
た
認
定
開
設
者

GHz

あ
っ
て
は
、
電
波
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
四
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び

が
、
そ
の
認
定
計
画
に
係
る
指
定
周
波
数
に
つ
い
て
一
・
七

帯
東
名
阪
バ

GHz

に
前
各
項
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
三
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
と
と
も

ン
ド
に
係
る
周
波
数
変
更
を
申
請
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
電
波
法
第
二
十

に
、
総
務
大
臣
が
当
該
周
波
数
変
更
を
申
請
す
る
者
が
当
該
認
定
計
画
に
係

七
条
の
十
三
第
四
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
前
各
項
、
別
表
第
一
及
び

る
特
定
基
地
局
を
当
該
認
定
計
画
に
従
っ
て
開
設
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き

別
表
第
三
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
と
と
も
に
、
総
務
大
臣
が
当
該
周
波

は
、
周
波
数
の
指
定
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。

数
変
更
を
申
請
す
る
者
が
当
該
認
定
計
画
に
係
る
特
定
基
地
局
を
当
該
認
定

計
画
に
従
っ
て
開
設
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
周
波
数
の
指
定
の
変
更

を
行
う
も
の
と
す
る
。

㈡

（
略
）

㈢

（
略
）

６
・
７

（
略
）

６
・
７

(

略)

８

第
五
号
㈠
若
し
く
は
㈡
の
周
波
数
変
更
の
申
請
又
は
前
号
の
開
設
計
画
の
認

８

第
五
号
㈡
若
し
く
は
㈢
の
周
波
数
変
更
の
申
請
又
は
前
号
の
開
設
計
画
の
認

定
の
申
請
が
二
以
上
あ
っ
た
場
合
の
扱
い
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も

定
の
申
請
が
二
以
上
あ
っ
た
場
合
の
扱
い
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

㈠

第
五
号
㈠
若
し
く
は
㈡
の
周
波
数
変
更
の
申
請
が
同
一
の
四
半
期
内
に
二

㈠

第
五
号
㈡
若
し
く
は
㈢
の
周
波
数
変
更
の
申
請
が
同
一
の
四
半
期
内
に
二

以
上
あ
っ
た
と
き
又
は
同
号
㈠
若
し
く
は
㈡
の
申
請
と
第
六
号
の
通
知
が
同

以
上
あ
っ
た
と
き
又
は
同
号
㈡
若
し
く
は
㈢
の
申
請
と
第
六
号
の
通
知
が
同

一
の
四
半
期
内
に
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
申
請
及
び
当
該
通
知
に
基
づ

一
の
四
半
期
内
に
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
申
請
及
び
当
該
通
知
に
基
づ

く
前
号
の
開
設
計
画
の
認
定
の
申
請
は
前
後
な
く
受
け
付
け
た
も
の
と
し
て

く
前
号
の
開
設
計
画
の
認
定
の
申
請
は
前
後
な
く
受
け
付
け
た
も
の
と
し
て

審
査
を
行
い
、
当
該
四
半
期
の
直
前
の
四
半
期
末
に
お
け
る
一

当
た
り
の

審
査
を
行
い
、
当
該
四
半
期
の
直
前
の
四
半
期
末
に
お
け
る
一

当
た
り
の

MHz

MHz

利
用
者
数
を
そ
れ
ぞ
れ
の
申
請
に
係
る
第
三
世
代
用
周
波
数
の
帯
域
幅
に
応

利
用
者
数
を
そ
れ
ぞ
れ
の
申
請
に
係
る
第
三
世
代
用
周
波
数
の
帯
域
幅
に
応



七
頁

じ
た
別
表
第
三
各
号
に
規
定
す
る
一

当
た
り
の
利
用
者
数
の
基
準
値
で
除

じ
た
別
表
第
三
各
号
に
規
定
す
る
一

当
た
り
の
利
用
者
数
の
基
準
値
で
除

MHz

MHz

し
た
数
が
よ
り
多
い
申
請
（
当
該
通
知
に
係
る
開
設
計
画
の
認
定
の
申
請
を

し
た
数
が
よ
り
多
い
申
請
（
当
該
通
知
に
係
る
開
設
計
画
の
認
定
の
申
請
を

含
む
。
）
を
優
先
す
る
も
の
と
す
る
。

含
む
。
）
を
優
先
す
る
も
の
と
す
る
。

㈡

同
一
の
四
半
期
末
に
お
け
る
契
約
数
に
基
づ
く
第
五
号
㈠
又
は
㈡
の
申
請

㈡

同
一
の
四
半
期
末
に
お
け
る
契
約
数
に
基
づ
く
第
五
号
㈡
又
は
㈢
の
申
請

と
当
該
四
半
期
の
直
前
の
四
半
期
末
に
お
け
る
契
約
数
の
通
知
に
基
づ
く
前

と
当
該
四
半
期
の
直
前
の
四
半
期
末
に
お
け
る
契
約
数
の
通
知
に
基
づ
く
前

号
の
開
設
計
画
の
認
定
の
申
請
が
同
一
の
四
半
期
内
に
あ
っ
た
と
き
は
、
こ

号
の
開
設
計
画
の
認
定
の
申
請
が
同
一
の
四
半
期
内
に
あ
っ
た
と
き
は
、
こ

れ
ら
の
申
請
は
前
後
な
く
受
け
付
け
た
も
の
と
し
て
審
査
を
行
い
、
当
該
直

れ
ら
の
申
請
は
前
後
な
く
受
け
付
け
た
も
の
と
し
て
審
査
を
行
い
、
当
該
直

前
の
四
半
期
末
に
お
け
る
一

当
た
り
の
利
用
者
数
を
比
較
し
て
当
該
一

前
の
四
半
期
末
に
お
け
る
一

当
た
り
の
利
用
者
数
を
比
較
し
て
当
該
一M

H
z

MHz

MHz

MHz

当
た
り
の
利
用
者
数
を
そ
れ
ぞ
れ
の
申
請
に
係
る
第
三
世
代
用
周
波
数
の
帯

当
た
り
の
利
用
者
数
を
そ
れ
ぞ
れ
の
申
請
に
係
る
第
三
世
代
用
周
波
数
の
帯

域
幅
に
応
じ
た
別
表
第
三
各
号
に
規
定
す
る
一

当
た
り
の
利
用
者
数
の
基

域
幅
に
応
じ
た
別
表
第
三
各
号
に
規
定
す
る
一

当
た
り
の
利
用
者
数
の
基

MHz

MHz

準
値
で
除
し
た
数
が
よ
り
多
い
申
請
を
優
先
す
る
も
の
と
す
る
。

準
値
で
除
し
た
数
が
よ
り
多
い
申
請
を
優
先
す
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一
～
第
三

(

略)

別
表
第
一
～
第
三

(

略)


